
◆定期接種対象となる方(①、②、③を通じて生涯で1回のみ)
　①65歳の方
　　定期接種の機会は65歳の誕生日から66歳を迎えるまでの1年間です。対象の方で、接種
　を希望する方は、接種の機会を逃がすことがないようご注意ください。
　②60～64歳で、心臓や腎臓、呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活を極度に制限され
　る方
　③60～64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、日常生活がほとん
　ど不可能な方
※過去に23価肺炎莢膜ポリサッカライドワクチンを接種したことがある方は対象外です。
◆接種費用
自己負担：4,000円(生活保護世帯の方は無料)
◆接種できる医療機関
　町内医療機関もしくはかかりつけ医(事前に医療機関へお問い合わせください)
※山口医院(山都町)以外の県外医療機関で接種される場合は、接種医療機関への依頼書の発
行が必要です。必ず接種前に保健センターへご連絡ください。
※詳細につきましては高千穂町のホームページをご覧ください。

65歳の方などを対象に、高齢者肺炎球菌予防接種の定期接種を実施しています

　①65歳の方
　　定期接種の機会は65歳の誕生日から66歳を迎えるまでの1年間です。対象の方で、接種
　を希望する方は、接種の機会を逃がすことがないようご注意ください。

　風しんは、成人がかかると症状が重くなることがあります。また妊娠初期の妊婦さんが感染す
ると、生まれてくる赤ちゃんの目や耳、心臓に障がいが起きることがあります。
昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性の皆様は、過去に公的な予防接種が行われ
ていないため、風しんに感染するリスクが高くなっています。
　この年代の男性の皆様が抗体検査を受け、必要な予防接種を受けると、免疫を持っている人が
増え、風しんの流行を防ぐことができると言われています。
　無料で検査ができるクーポン券事業は、今年度が最後です。令和7年度以降は有料となります
ので、まだ抗体検査がお済みでない方は、健診や医療機関で風しんの抗体検査を受けましょう。
検査をご希望の場合は、無料クーポン券を発行しますので、保健センター(☎73-1717)までご連
絡ください。
※すでに抗体検査・予防接種がお済みの方は、検査を受けることはできません。
あなた自身と、これから生まれてくる世代の子どもを守るために、ぜひクーポン券を使って風しん
の抗体検査と予防接種をお受けください。

45歳から62歳の男性の皆様へ
～風しんの抗体を持っていると思い込んでいませんか？～

【受けるなら今‼無料で検査を受けることができる最後のチャンスです】

お問い合わせ：保健センターげんき荘　健康づくり係　☎73-1717

あなた自身と、これから生まれてくる世代の子どもを守るために、ぜひクーポン券を使って風しん
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65歳の方などを対象に、高齢者肺炎球菌予防接種の定期接種を実施しています

保健センターげんき荘からのお知らせ

　国の物価高への支援の一環として、納税者および同一生計配偶者または扶養親族１人につき、４万円
（令和６年分の所得税から３万円・令和６年度分の個人住民税所得割から１万円）の「定額減税」が行わ
れます。その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を１万円単
位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。

【支給対象者】
　所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じること
が見込まれる方が支給対象者です。

【支給例】
　支給金額の具体例は、以下のとおりです。
　※支給金額は、個別の課税状況により異なるものであり、下記はあくまで一例です。

※例1…一人暮らしで、所得税１万円・住民税所得割２万円（減税前）の納税者の場合。
　　⇒・所得税から１万円の減税、住民税所得割から１万円の減税が行われます。
　      ・定額減税しきれない所得税分の２万円が、調整給付金として支払われます。

※例2…４人家族で、内１人が所得税３万円・住民税所得割２万円（減税前）の納税者の場合。
　　⇒・所得税から３万円の減税、住民税所得割から２万円の減税が行われます。
　　 ・定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分の２万円を合わせた11万円が、調整給付金
　　  として支払われます。

所得税および個人住民税において、扶養親族等として申告されている方が、定額減税
および調整給付金の算出基礎となります。
　詳しくは国税庁ホームページや総務省ホームページをご覧ください。

【申請方法】
対象者には、高千穂町役場福祉保険課から文書をお届けしております（8月下旬～）。

　　❶口座番号等を役場が把握している方（「お知らせ」を送付）
　　　記載内容をご確認ください。内容に問題がなければ手続き不要です。

　　❷口座番号等を役場が把握していない方（「確認書」を送付）
　　　口座等が不明な場合は、書類の返送・提出が必要です。

　確認の上、順次、給付金を口座振り込みいたします。

定額減税調整給付金のお知らせ

《お問い合わせ先》
 高千穂町役場 福祉保険課
 「定額減税調整給付金」担当
 ☎0982-73-1202

takachiho  2024.9 4takachiho  2024.95


